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意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ７－３３０ 生体現象監視検査用機械器具 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
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対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ７－３３０ 全 生体現象監視検査用機械器具 
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参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

H7-62 代 データ表示機等 
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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この分類に含まれる物品 

脈拍計 骨密度測定機  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

生体現象（脈拍、呼吸数、脳波等）を監視・検査する機器。刻々動いている状態を知るもの。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

生体機能を計るのは→（Ｊ７－３４０） 

体温計は含まない。（Ｊ１－２３０） 

尿、血液等体液の分析機器は含まない。→（Ｊ１－５１） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

■ H7-62 代（データ表示機等）との関係 

     医療用表示機については、意匠に係る物品及び意匠の説明より、その用途・機能が医療用機械器具（医

療施設において、診断、治療及び機能回復のために使用する機械器具及び設備品）であると判断できるもの

は J7 に分類する。医療用以外の用途にも使用する表示機や汎用の表示機は H7 に分類する。また、画像デザ

インについても同様に本体の用途・機能に基づいて分類する。 
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過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1127163  

「患者監視用機器」 

登録 1149018  

「心電計」 

登録 1174118  

「脈波計測器」 


